
第４１号議案 

 

 

権利の放棄について 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年(２０２６年)３月９日 

 

                                        提出者  町田市長  稲 垣 康 治 



権利の放棄について 

 

 次のとおり未収債権を放棄したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第１０号の規定に基づき、議会の議決を求める。  

 

１ 請求権を行使できない債権 

債務者が破産法第２５３条第１項の規定に基づく破産申立てを行い、裁判所によ

る免責許可決定が確定したことから、当該債権の請求権を行使できないもの 

 債務者名 債権名 債権額 発生年度 

１ 

 

生活保護費戻入金 ９８１円 ２０２２年度 

２ 生活保護費戻入金 １８，２７４円 ２０２４年度 

３ 生活保護費戻入金 ２０，０００円 ２０２４年度 

４  生活保護費戻入金 ５１，５６０円 ２０１９年度 

５  生活保護費戻入金 ２９，５７４円 ２０２５年度 

６  生活保護費戻入金 １１，５０２円 ２０２５年度 

 

２ 請求権行使に実効性がない債権 

債務者が死亡し、民法第９３９条の規定に基づく相続放棄が確定したことから、

当該債権の請求権行使に実効性がないもの
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 債務者名 債権名 債権額 発生年度 

１ 

 

生活保護費徴収金 ６４０，０００円 ２０１４年度 

２ 生活保護費戻入金 ４６，０００円 ２０２５年度 

３ 生活保護費戻入金 １１５，５１０円 ２０２５年度 

４ 生活保護費戻入金 １１５，５１０円 ２０２５年度 

５ 生活保護費戻入金 １１５，５１０円 ２０２５年度 

６ 

 

生活保護費戻入金 ２６，９４７円 ２０２５年度 

７ 生活保護費戻入金 ２６，９４７円 ２０２５年度 

８  
心身障害者福祉手当 

返還金 
１５，５００円  ２０２５年度 
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